
 

令和７年度鳥取県若年層向け献血普及啓発業務委託に係るプロポーザル審査要領 

 

 業務委託を実施するに当たり、契約の締結先として最もふさわしい者を選定するため、提出のあった企

画提案の審査を以下のとおり実施する。 

 

１ 審査会の設置 

（１） 審査会の名称 

鳥取県若年層向け献血普及啓発業務委託プロポーザル審査会（以下、「審査会」とする。） 

 

（２） 構成人数 

審査委員の数は６名とし、鳥取県職員以外の有識者を含むものとし、別途定める。 

 

２ 審査の進め方 

あらかじめ提出された企画提案書等、提案者からのプレゼンテーション及び提案者との質疑応答を受

けて各審査委員が以下のとおり審査を行う。 

審査項目 係数 配点 

イベント

の運営・

実施につ

いて 

著名人の選定について 

【評価の視点】 

・若年層に知名度のある者（芸能人等）であるか。 

・県民に広く知名度のある者（芸能人等）であるか。 

・本人自身、あるいはそのご家族等が献血に関する経験を有する者、また

は献血に関する普及啓発に意欲を有する者であるか。 

・健康的なイメージや健康を連想される者であるか。 

・著名人の選定について委任者と調整の上、選定可能かどうか。 

3 15 点 

イベントの企画について 

【評価の視点】 

・献血推進について県民に広く周知し、特に若年層の関心と理解を深める

内容となっているか。 

・これまで献血の経験や関心がない方に対しても興味を引き、多くの来場

者が期待できる魅力的な提案となっているか。 

・こども達の楽しめる企画については、多くの方に参加していただけるよ

うな工夫がされているか。 

4 20 点 

企画提案書の実現可能性 

【評価の視点】 

・仕様書に記載されている事業の概要を踏まえ、適正で実現可能かつ信頼

のおける企画となっているか。 

1 5 点 

広報 

【評価の視点】 

・広報物のデザイン性について明確でわかりやすいものとなっているか。 

・効果的な広報手段を提案できているか。 

1 5 点 

業務体制 

【評価の視点】 

・業務の組織体制、推進体制、スタッフの配置などが適正になされ、業務

全般について円滑かつ安全な遂行が実現可能かどうか。 

・類似業務（イベント等）運営経験があり、経験豊富なスタッフの指揮の

元、業務が実施可能かどうか。 

※業務実績については、様式第２号の記載も踏まえて判断する。 

1 5 点 

別添２ 



動画の制

作につい

て 

動画のコンセプトについて 

【評価の視点】 

・献血推進動画としてイメージできるものであり、魅力あるものになって

いるか。 

・視聴対象が若年層であることを考慮した内容となっているか。 

4 20 点 

動画の構成について 

【評価の視点】 

・動画、画像、文字情報等により魅力的に内容が伝わるものか。 

・人物を登場させるなど、変化がついた構成になっているか。 

・情報保障、その他障がい特性に配慮された制作が行われているか。 

4 20 点 

制作体制 

【評価の視点】 

・業務を確実に実施できる体制か。 

・計画的で無理のない業務スケジュールとなっているか。 

・他団体からの協力体制が確保されているか。 

・類似業務の知見が豊富であり、過去の実績や質疑応答から十分な業務遂

行能力があると判断できるか。 

1 5 点 

価格点 

見積（想定）価格 

【評価の視点】 

・積算の内訳が明示されているか。また、費用対効果に配慮した適正な経

費配分がなされているか。 

※予算額を超える見積りの場合は失格とする。 

1 5 点 

個人情報

の漏えい

等の有無 

（-5 点） 

個人情報保護 

【評価の視点】 

・過去２年間に受託業務における個人情報の漏えい等の事件を発生させて

いないか。 

１ － 

合計 20 100 点 

※審査項目ごとに各５点満点とし、それぞれ係数を乗じた点数を各項目の得点とする。 

なお、評価基準は次のとおりとする。 

得点 評価基準 

５点 非常に優れている 

４点 優れている 

３点 標準的である 

２点 劣る 

１点 非常に劣る 

４ 評価方法 

（１） 各審査員の評価点（１００点満点）を集計し、その合計点数により順位付けする。 

（２） 最も高い得点を獲得した者を、最優秀提案者として選定する。 

（３） 審査の結果、同点の場合は、順位点の方法（各審査委員の評価採点により付けられた順位をそのま

ま得点とし、その点数の合計の値の少ないほうから提案者の順位をつける方法）により、最も高い

順位の者を最優秀提案者として選定する。順位点も同点の場合は、経費の金額が最も低い提案者を

採用することとする。 

（４） 審査項目のうち１つでも、評価を最低点とした委員があるときは、審査会で協議し、協議の結果に

よっては総合点数に係わらず候補者として選定することができないものとする。 

（５）個人情報の漏えい等の有無 

   「個人情報の管理に係る申告書」の記載内容を基に、個人情報の漏えい等の発生原因が、受託者の

瑕疵や契約違反による場合は「有」と判定し、減算する。（－5 点） 


